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午前９時５７分開会 

○鹿浜昭委員長 皆さん、おはようございます。定

刻前でございますが、全員おそろいですので、た

だいまより議会基本条例制定特別委員会を開会さ

せていただきます。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 記録署名員を指名させていただき

ます。 

  工藤委員、土屋委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 次に、議会基本条例制定に関する

調査研究についてを議題といたします。 

  初めに、スケジュール案についてを議題といた

します。 

  本日、条例制定に向けてのスケジュール案をお

示しさせていただきました。詳細については事務

局に説明を求めます。 

○区議会事務局長 スケジュール（案）を御覧いた

だきたいと思います。 

  このスケジュール（案）、考え方ですけれども、

パブリックコメントをしっかり１か月間取る、併

せて委員会の審議も効率的に行いというのを基本

に考えました。肝のところは、パブリックコメン

ト、ちょうど真ん中あたりなのですけれども、８

月の委員会の審議終わった後、パブリックコメン

トをすると、９月末まで。そうすると１か月間以

上取れます。その後に御意見が出てくると思いま

すけれども、来たものを今度１０月の委員会で審

議をして、回答案とかをつくって公表するという

ところを基本に考えました。そこからそれに間に

合わせるために、前半部分ですね、１１月から４

月に掛けておおむね案を固めていきたいと、その

固めた案について、区役所の法務、総務課法務の

リーガルチェックを受け、執行機関ともやっぱり

意見交換しようかなと思いまして、意見交換をす

ると。その後でパブリックコメント、パブリック

コメント後は、それ受けて修正するところがあれ

ば修正していくと、そういうスケジュール感です。

最終的には、令和９年３月に議決となってますが、

修正するとこが少なければ早まるかもしれないし、

ということですので、８月のパブリックコメント

中心としたスケジュール案です。 

  併せて逐条を作っていきますので、逐条は右側

に矢印書いてありますが、そこはもう常に決まっ

たところからどんどん、どんどん、みんなで逐条

はずっと議論していくと、そういうスケジュール

案でございます。 

  説明は以上でございます。御議論いただきたい

と思います。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございました。 

  今の説明で、２年掛かってこの基本条例制定を

目標とするということで、現メンバーは１番から

５番まででこのメンバーでやっていくということ

で、来年度はまた新しく新メンバーになるかと思

いますので、その辺も６番以降ということで、で

きればこの２年間なので、継続できればというふ

うにも思っております。 

  ただいまの説明を受けまして、何か御意見等ご

ざいますか。 

○石毛かずあき委員 確認だけですよ。 

  リーガルチェックを区の方の法務の方で行うだ

けで、こういったものというのは結論出しても大

丈夫か、大丈夫ではないかだけ教えてください。 

○区議会事務局長 すみません、説明漏れてしまい

ました。申し訳ございません。 

  パブリックコメントの前は、法務係のリーガル

チェックで、最後、最終的に見てもらうと１月あ

りますが、ここは弁護士のリーガルチェックを受

けた上で確定したいと思います。説明漏れて申し
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訳ございませんでした。 

○石毛かずあき委員 弁護士のリーガルチェックも

いいのですけれども、ごめんなさい、その弁護士

の方に力量がないというわけではないですよ。そ

うではなくて、もうちょっと何か専門性の高いよ

うな、何か法律とか憲法まで言わなくてもいいで

すけれども、条例とかそういったものに携わって

いるような方が行うという感覚なのかな、そこま

でもいいのかな。どうでしょう。 

○区議会事務局長 これは一般的な区の条例決める

ときに、こんな形をしておりますが、そこは逆に

言うと、皆さん御議論いただいて、人呼べと言わ

れても、今、名前浮かびませんけれども、標準的

な区のやり方ではございますけれども、プラスア

ルファはちょっと皆さん御議論で、何かあればみ

んなで何かやってもいいのかなと思っております。

一応標準的で、問題はないと思います。 

○石毛かずあき委員 分かりました。 

○鹿浜昭委員長 基本的に外部の弁護士に委託する

ということで、御理解いただければというふうに

思います。 

  ほか。 

○工藤てつや委員 他の行政区、行政市、前回板橋

区の方にも伺いましたけれども、これは足立区で

令和９年３月に、もしこれ制定できると考えると、

スピード感的には、これ１番みたいな感じになり

ますでしょうか。ちょっとイメージ的に教えてい

ただきたいのですが。 

○区議会事務局長 今の１番というのは、制定まで

の時間という意味。 

○工藤てつや委員 そうです。 

○区議会事務局長 比較はしてないですけれども、

少なくとも間違いなく、早い方は間違いないので

すけれども、１番かどうかは分からないですけれ

ども、早いのは間違いないと思います。 

○鹿浜昭委員長 ほかによろしいですか。 

○くじらい実委員 令和８年４月までの条例案を固

めると一番上に書いてあるのですけれども、結構

もう回数としては、委員会の回数少ないかなと。

多分、この間足立区で一応例として出していただ

いたのが１９条ぐらいあるのかなと、結構数が多

いので、これを、１回１委員会でこの三つか四つ

ずつ条文を検討しなきゃいけないという形になっ

てしまうと思うのですけれども、これ数としては、

結構難しいのかなと思うのですけれども。委員会

の数を、開催数を増やすのか、それとも全体の議

論をするパーセントというか、四つずつでなくて

も、全体を話してこうよという形にするのかとい

う、この進め方はいかがなのですか。時間がない

かなという感覚なので。 

○区議会事務局長 スケジュール案で８月をパブコ

メでつくってますけれども、いろいろな１回の議

論を長くなるかもしれませんし、ほかの自治体で

も必要があれば何回も委員会開いてますので、そ

こはちょっと皆さんと御相談しながら、そこは柔

軟に、このスケジュールはよく我々の今、常任委

員会、特別委員会のスケジュール感だけで出して

おりますので、ちょっと御相談しながら、御相談

したベストな方法をやっていきたと思います。 

○鹿浜昭委員長 臨時的に、その辺はやるべきとき

は、また特別に招集させていただきたいなと、そ

んな思いでもございます。 

  よろしいですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○鹿浜昭委員長 それでは、このスケジュールに沿

って今後、進めていきたいと思いますので、御了

承よろしくお願いいたします。 

  次に、条例案の検討についてを議題といたしま

す。 

  資料として前回お示ししました素案と併せて、

他の議会の条文も併せてお示しさせていただきま

した。本日は、前文と目的の条文を固めていきた

いと思いますので、皆さんからの御意見をいただ

きたいと思います。 
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○西の原ゆま委員 机上に配付してあります議会基

本条例委員会というので、資料を皆さんの机の上

に配付していただきました。 

  まず、足立区として今、基本計画でやりたいこ

とがかなうまちをテーマにしていて、これは小・

中学校の児童・生徒みんなで意見も出してもらえ

て、それで意見を踏まえた上で計画策定を行った

ということなので、やりたいことがかなうまちを

テーマにしているのは、すごく分かりやすくてい

いなと思ったので、いい表現だと思います。 

  あと、私は新人議員で足立の区議会の歴史を知

らないので、足立区議会誌という歴史の本を読ん

でみたところ、ここの引用のところにあります部

分が、今に通ずるすごくいいフレーズで、足立区

議会としても頑張ってきたこと、そして、足立区

議会の基本条例の前文に入れたら足立区らしさが

出て、いいものに仕上がるのではないかと思いま

したので、この引用のいいところを抜き出してみ

ました。 

○ぬかが和子委員 ちょっと補足。要は、これの中

身を議論しようということの中で、西の原議員が、

結局ほかの議会、特に板橋とかね、そういうとこ

ろを見比べたときに、前文を、板橋らしさとか自

治体の特性とからしさというのが、すごく短いフ

レーズでも入っているなということを感じて、や

はり足立らしさというのを前文に少し入れた方が

いいのではないかということを思ったということ

で、それはそうだねということで、どういうもの

か考えてみようという中で、やはり今の基本計画

で、一つは区としても目指すと言っているやりた

いことがかなうまちという部分を生かしたらいい

のではないかということと、この長い足立区議会

の歴史の中で、こういう足立区はこういうもので

すよという部分で一致する部分といいますか、全

体で、そういうものを前文の中で、板橋区のよう

に少しこの前文の中で、今、前文の議論が基本だ

と思うので、入れ込んだ方がいいのではないかと

いうことでの提案なのです。 

  だから、実際にどうしましょうということでは、

ここでそのまま結論は今日、出ないかもしれない

けれども、是非そういう、私もそれは大事だなと

思ったので、こういうのをちょっと紙も見てもら

いましょうということで、配っていただいたと。 

○★★委員 共産党が作ったのね。 

○ぬかが和子委員 共産党というよりも、西の原委

員が作った。事前に委員長にお諮りして配ってい

ただいたと。 

○★★委員 最初にその説明がないから。 

○ぬかが和子委員 そうですね。 

○鹿浜昭委員長 皆さんにお配りさせていただいた

のは、先ほど私も見させていただいて、これが事

務局からもらったのですけれども、西の原委員か

らまとめていただいたということで頂きました。 

○ぬかが和子委員 議論の参考になればいいのでは

ないかと。だから前提としては、そういう足立ら

しさというものを少しでもいいから、堅い文章で

なくすためにも、素案の中に入れ込んだ方がいい

というのが意見です。 

  あと、すみません、もう１点、私の方も意見が

あるのですけれども、私も素案ずっと今日、改め

て出ましたけれども、前回も出ていたので見比べ

させていただいて、どの自治体も目的だけではな

くて、この前文のところで、いわゆる地方自治法

の目的部分というのは入れ込んでるのですよ。そ

れが住民の福祉の向上という表現。これが前文に

ないのは、足立の素案だけなので、これは是非入

れてほしいということと、それから、足立区議会

はこれでいくと、公共の利益を至上とする倫理を

確立しと、これは議会の側としての倫理を確立す

るという意味で書いたのだろうと思うのですけれ

ども、公共の利益を至上とする倫理をというのは、

ちょっと分かりづらいかなと思っているので、そ

こはちょっと工夫して表現を、代案が出せないの

で申し訳ないのですけれども。柔らかくできたら
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いいのではないかなというふうに思ってるのが２

点目の意見です。 

  それから３点目に、地方自治の本旨というとき

に、さっきの住民福祉の向上ということとともに、

やはり自治基本条例でも基本理念のところで、住

民自治と団体自治を進めるという、地方自治法で

明確にされている側面というのを、足立区の自治

基本条例でも、そこはもうトップに書かれている

ので、やはりその要素は、前文では入れてほしい

なと思っています。 

  以上３点、意見です。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

  先ほどの西の原委員からのやっぱり意見は、前

回も足立区の特色あるキャッチフレーズ的なもの

も入れていこうというような意見も出たり、いろ

いろな意味で、今回その辺も踏まえて、多分、西

の原委員はこういうやりたいことがかなうまちと

いうことを一つ、提案していただいたのかなとい

うふうに思います。 

  今、それとぬかが委員が三つ御意見いただきま

したが、確かに、特に公共の利益を至上とする倫

理を確立しというのは、ちょっと抽象的というか、

なかなか理解しがたいという感じは私も同感です

し、その辺を若干、違った言い方を……。 

○伊藤のぶゆき委員 二つ紙があって、この素案に

対して、こっちとこっちが出てるという見方でい

いの。ちょっと見方がよく分からない。資料の見

方が。 

○区議会事務局長 すみません。今回、シナリオに

資料の説明がなくて申し訳ございませんでした。

出してる資料の説明させていただきたいと思いま

す。 

  素案というのが、１回皆さんにお出ししたそれ

をそのまま写してます。かつ、ほかの議会のも写

すし込んであります。 

  あと、ちょっと説明が、先ほどこれが西の原委

員が考えたやつ、ごめんなさい、急遽置いたのが、

我々がこっちを漏れてしまったのですけれども。

高校生向けという条件でＡＩに作ってもらったの

が上、それを見て、更に事務局が見て、もっとそ

れでもやっぱ分かりにくい言葉あったので、もっ

ともっと柔らかく落とし込んだのが、下の案２、

一応検討の基になればということで出させていた

だきました。すみません、説明がなくて申し訳ご

ざいませんでした。 

○伊藤のぶゆき委員 それを踏まえて、更に西の原

委員が提案したこれを入れるのかという話、入れ

ていくのかということと、今ぬかが委員が話した

公共の福祉みたいなものを含めて、もう一度、前

文の素案を考えましょうという話でいいというこ

とですね。 

○区議会事務局長 そのとおりございます。説明足

りずに申し訳ございませんでした。 

○岡安たかし委員 今の話で少しだけ分かったので

すけれども、そもそも最初に、今日はどういうス

ケジュールでどういうことをやるのかというのは、

ちゃんと説明してもらわないと分からないのです

よね。 

  まず、素案という２が入ってないやつが一般論

というか、高校生向けではないやつ、これに対し

て、まず検討するのかしないのか、するに当たっ

ては各会派から各委員からの意見もあるでしょう

けれども、その中で西の原委員のあれも１意見で

すよね。それをどうするか。またほかの委員から

こういうの入れてほしいと話もあるかもしれない。

その後に、今度高校向けという素案２も、今日や

るのかどうかとか、その先の中学、小学生向けの

やるのかとか、その辺もちょっと教えてもらわな

いと。 

○鹿浜昭委員長 ちょっといいですか。 

  確かに、私も先ほど５分前、３分前にこの２枚

頂いたのですね、こんがらかっちゃうよね、正直

言ってね。これはこれで生きてるということで、

これは前回皆さんにお配りさせていただいて、各、
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ほかの区の参考にしながら進めていこうというこ

とで、今回これを二つ出てきたことに対しては、

ちょっと私もなかなかこれを皆さんに示して、こ

れを踏まえて進めていこうというのは、いかがな

ものかなあというふうな感じも正直なところ受け

ました。 

  それで、前回の案の中で皆さんの御意見を承っ

て、これは素案２というのは、素案１、２ですか、

というのはちょっと参考程度に私は理解している

のですけれども。 

○ぬかが和子委員 進め方で、委員長言うとおりで

いいと思うのですけれども。 

  というのは、事前に私たち示されてたのは、前

回まで出ていたこの素案でしかないから、今頂い

た素案２というのをベースに議論するというのは

なかなか現時点ではちょっと難しいかなとは思っ

てるのです。だからそういう中で意見がいろいろ

あれば出し合って、それで素案、もう１回、前文

の素案というのを事前に出していただいて、決め

込んでいくというふうにやれたらいいのではない

かというのが、意見です。 

  ただあわせて、今見たこの素案の１と２、特に

２ですかね。言ってることは基の素案と同じこと

を言っているけれども、柔らかくてとっつきやす

い、ＡＩのやつね、なとは思ってはいるので、そ

ういう柔らかい表現も含めて、いろいろな出た意

見を入れ込んで、また次のときの前に事前にちゃ

んと示していただくというふうにできたらいいの

ではないかと思いました。 

○石毛かずあき委員 確認ですけれども、こっちの

素案がしっかりと固まらない限り、こっち出てこ

ないのではない、そうではないの。三つもいらな

いわけでしょ。要するにこっちの素案がしっかり

としていれば、例えば高校生向け、子どもたちに

も分かりやすいように、例えば、足立区議が今度

こういうのつくったよという宣伝のために使うわ

け。まずこっちではない。 

○区議会事務局長 事務局は、今、ぬかが委員の言

ったようなイメージで出させていただいて、１個

１個、これを議論して、次にこっちを議論ではな

くて、今前文をやろうとしてますので、多分いろ

いろな前文があった方が、皆さんの御議論が進む

かなと思って。 

○鹿浜昭委員長 いいんだよね、参考でね。 

○ぬかが和子委員 ちょっと確認ですけれども、確

かにＡＩに指示したときには、高校生でも分かる

表現とか、そういうことで入れ込んでＡＩに指示

してこの文章を作ってもらったと思うのですけれ

ども、多分、私これ見て思ったのは、この間もあ

ったように、誰が見ても分かる文書がいいとかと

いうのはほかの方からも意見があった中で参考と

して、つまり高校生向けに別に作るとか、そうい

う意味ではなく出したのではないかと。つまり前

文の案として、こういうのもいいのではないかと

いうことで出したのではないかと思うのですけれ

ども。 

○岡安たかし委員 いや、さっきそういう話ですよ

ね。 

○ぬかが和子委員 そうですよね。確認させてくだ

さい。 

○岡安たかし委員 だから、工藤委員言われる参考

と書いてくれれば★★ 

○ぬかが和子委員 高校生のを後で作るとか作らな

いという問題ではないという。 

○鹿浜昭委員長 違いますね。 

○区議会事務局長 失礼いたしました。この委員会

長く続きますので、今の踏まえて、ちゃんと気を

付けてやってきたいと思います。 

○鹿浜昭委員長 事前の急な打合せは、やっぱりな

かなか理解し難いところがあるかと思うので。 

○富田けんたろう委員 ですから、これ前文を今決

めていこうという議論の中で、その素案の２の方

ですよね。案１、案２はいずれもですます調にな

っていると。中身の内容は置いても、ですます調
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になってるので、これ前文はですますにして、そ

れ以降の条文はである調にするというのは、そん

なのはなかなかないではないですか、恐らく。で

すから、もしですますにするのであれば、前文、

もうそれ以降も全部そろえていくということにな

ると思うので、そのあたりも踏まえて、何かみん

なで議論する必要あるのかなと。 

○区議会事務局長 ですますは、すみません、私の

職員への指示が悪くて、ごめんなさい。ですます

か、ですますではないかという議論のために出し

たわけではなくて、本当に次から気を付けたいと

思います。申し訳ございません。 

○鹿浜昭委員長 これ、いつ作ったの、大体。 

○区議会事務局長 素案の、今日どういう議論しよ

うかなといったときには、この難しい言葉をもう

少し落とすとどういうのがあった方が、子ども向

けという意味はなくて、こんな倫理みたいな言葉

ではなくて、もっと落とし込んだ、もっと易しい

分かりやすい言葉の前文があった方が分かりやす

い方がいいなと思って。私が結構少し前に職員に

作らせたものでございます。だから、今日、慌て

て出すために今日作ったわけではなくて、どうい

う議論しようかなと、このほかの自治体のものを

そのまま出せばいいのか、それとも、そういうち

ょっと落とし込んだものを出した方がいいのかと

いう議論をちょっと事務局の中でやってて、付け

忘れたというか。 

○鹿浜昭委員長 すみません、委員長とその辺、打

合せできてなかったものですから、昨日も私来て

たのですけれども、この話は聞いてなかったもの

ですから、急遽、こんな形になってしまって、ち

ょっと混乱を招いたかなというふうに思うのです

けれども、その辺御理解いただければというふう

に思います。 

○岡安たかし委員 今のですますの話でいくと、こ

れ例で付けてもらってる自治体では、杉並と登別

がですますになってて、これはこれで一つのやっ

ぱり案なのだろうなと。ですますがいけないとい

うことでもないですし、むしろ、これまでの議論

の中ではですますの方がいいのではないという議

論もあったぐらいですから、区民の中には、本当

に分かりやすさを求めている人も多いので、また

大学生以下なんかはそっちの方がなじみがあるの

かなと思うので、そこも含めて、やっぱり意見を

言い合いながら議論していくこと大事だなと思い

ます。 

○工藤てつや委員 今うちのメンバーで話したので

すけれども、ですますの方が、ちょっと何か雰囲

気的に優しいといいますか、見たときに丁寧さも

感じるようなこともあるので、我々はこれで賛成

かなと思います。 

○ぬかが和子委員 今ちょっと相談してたのだけれ

ども、私たちどっちでもいいと思ってるのだけれ

ども、でも、どっちかといったら、やっぱりです

ますの方が優しくて、とっつきやすいなと思うの

で、ですますがいいのではないかなと思います。 

○鹿浜昭委員長 公明党はいかがですか。 

○石毛かずあき委員 私、ですますを決して反対し

てるわけではないのですけれども、どうしても条

例とかとなりますと、やっぱり公文書にのっとっ

てやらなきゃいけないというイメージがあって、

そうなってくると、日本の場合はですますではな

いのですよね。であるというような文面に、どう

してもそれ従わなきゃいけない。ただ、ほかの自

治体でもですます調でやっているところもありま

す。ただ、ですます調は、これは丁寧語であって、

公文書に似つかうかどうかといったら似つかわな

いのですよ。ということを分かった上で、ですま

す調で決定していただけるのであれば、私はそれ

はそれで、問題ありません。 

○鹿浜昭委員長 反対するわけではないけれどもね。 

○石毛かずあき委員 気持ちだけちょっと伝えさせ

ていただきたい。すみません、ごめんなさい。 

○土屋のりこ委員 ですますか、であるかはどちら
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でもいいかなと思うのですけれども、西の原委員

が出されたメモみたいなやつで、やはりその四方

を川に囲まれて、緑と水の豊かな潤いあるあるま

ちとか、そう聞くと、足立区のことだなというふ

うにぱっと分かりますし、そういったほかの議会

条例とは違う足立区らしさという文言は全部では

ないにしろ、幾つか入った方がいいのではないか

なということで思います。あと昭和７年１０月１

日誕生したとか、何かいいなというふうに思うの

ですけれども、ちょっと好きこのみそれぞれある

かと思いますが、ぱっと見て、足立区だなという

ふうに分かるような文言は是非、入れていただけ

たらと思います。 

  以上です。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

  川村委員、何かありますか。 

○川村みこと委員 私も石毛委員と同じで、ですま

す、分かりやすい一方で、条文とかいうものはこ

ういうものなのだよいうのを、なので言葉を分か

りやすいものは使った方がいいと思うのですけれ

ども、表現自体を柔らかくしていくというよりは、

語彙を、分かりやすいワードをチョイスしていく

という方がよくて、こういうものが条例とかそう

いうものなのだというふうに思われると、ほかの

も見てみようと思うと、全然違うというふうにな

るではないですか、興味を持ってくださる。そこ

はちょっと注意していく必要があるのかなという

ところでは石毛委員と★★ 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

  確かにですますだと、親しみあってすごく柔ら

かいイメージはあるのですけれども、やっぱり条

文ということの重みがなくなってしまうという欠

点と言ったらいけないのですけれども、何かそん

なような形になってしまうというのも、先ほど石

毛委員とか川村委員から今出てきました。その辺

も含めて、これは多数決で採ってもしょうがない

のでしょうから。一応、後でまた検討材料として

進めていきたいなというふうに思います。 

○区議会事務局長 執行機関が持ってる自治基本条

例は、前文は前文と書いてないけれども、ですま

すで、第１条、第２条と入った後は、もちろん、

とするとか、であるとかという形にはなってござ

いますので、★★としては……。 

○鹿浜昭委員長 特に問題ない。 

○区議会事務局長 ある、あるというか、条例なの

で、多分そこはつくる方の権限の中なのかなとち

ょっと思っております。 

○鹿浜昭委員長 何かちょっとすっきりしたような

感じもあるのですけれども。前文に関しては、そ

れでどうですか。特に反対という意見がなければ、

よろしいですか。やっぱり親しみというのはね。

条文に関しては、しっかりと。 

○ぬかが和子委員 しかも自治基本条例にならうと

いうのは、やっぱり両輪の中で、いわゆる自治体

としての憲法が自治基本条例で、足立区議会とし

ての憲法的なものを基本条例が、この議会基本条

例になるので、形式が同じというのは、とてもバ

ランスもいいと思うのでよいと思います。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

  前文に対しては、その辺のですますという形を

取らせていただいて、進めていくということで、

石毛委員もよろしいでしょうか。 

○石毛かずあき委員 もちろんです。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

  それでは、反対ないということで理解させてい

ただきます。 

  ほかに何かプラスしていくとか、何か御意見等

あれば。例えばここの取手市議会かな、というと

ころなんかは、ここに議会の最高規範としての議

会基本条例を制定するということで、登別もうた

ってるのだね。登別は二重でうたってます。最高

規範としてという言葉を前文で、二重で訴えてる

という、その辺の重みをわざと主張しているとい

うような感じをちょっと受けてました。その辺も
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あわせて、取手市の方は、市政の政の字が勢いと

いう字になって、市勢の伸展ということで、漢字

もそんなふうになってたり、あとは私が感じたの

は、先ほどぬかが委員から区民福祉の増進の寄与

の話も出たのですけれども、目的に入っているの

で、前文も必要だということなのですか、ぬかが

委員、先ほどの意見は。 

○ぬかが和子委員 今日、頂いた方では入ってない

ところもあるみたいなのですけれども、前回まで

頂いた杉並とか、頂いてた資料のところでは、全

部に目的にもあるけれども、前文にも入れている

ということではあるのですね。ただ出来上がって

みないと、バランスとかもあるでしょうし、絶対

にここになきゃ駄目だというものでは、目的には

入ってるからとは思ってるので、そこはちょっと

柔軟でいいかなとは思ってます。 

○鹿浜昭委員長 分かりました。 

  ほかに何か。 

○伊藤のぶゆき委員 多分、前文の話になってるの

だと思うのですけれども、今日は、だから先ほど

今委員長が言ったり、ぬかが委員が言ったように、

こういったものも入れたらどうですかという意見

ですよね。 

○鹿浜昭委員長 意見です。 

○伊藤のぶゆき委員 だとしたら、私もちょっと西

の原委員や土屋委員が言ってるように、やっぱ足

立区が特徴があるところの、例えばさっき言った

ように四方が川に囲まれているとか、公園が一番

多いみたいな、ぱっと見て足立区だと分かるよう

なものが入ってくれると、何か足立区はこうなの

だなというのが分かりやすいのかなというので、

私もこういう足立区が分かりやすい言葉が入った

方がいいかなみたいな。堅苦しいのももちろん大

切ですけれども、その中の。板橋なんかも２３区

初インターネットやってますみたいな、これ見よ

がしに入れてるではないですか。ここはちょっと

嫌らしいなと思うのですけれども、足立区らしさ

を何かちょっと入れるのがいいのかなと。 

○鹿浜昭委員長 そうですね、前回もそんなような

皆さんから御意見いただいたので、それに対して

は特に問題ないのかなというふうに思うので。 

  よろしいですか、その辺で。 

○工藤てつや委員 先ほど委員長からお話があった

取手市の最高規範という文字ですけれども、これ

は是非、柔らかい中にもこの重みがあるというイ

メージがここで付けられるかなと思うので、これ

はちょっと何か言葉的に入れていただけるとあり

がたいなという意見です。 

○富田けんたろう委員 最高規範に関してですけれ

ども、事務局にちょっとお伺いしたいのですけれ

ども、先ほどの自治基本条例でしたっけ。そこに

は最高規範と入ってるのでしょうか。多分、そこ

は何か二元代表制でバランス取った方がいいのか

なという気はしました。すみません、すぐ出てこ

なければ。 

○区議会事務局長 自治基本条例には入ってないで

すね。条文の中に、前文にはないですけれども、

２４条に条例の位置づけ、自治基本位置づけで、

区が定める最高規範であるため、区はその他の条

例規則その他規定の制定化に当たっては、この条

例に沿いなさい、沿いなさいということで、条文

の中に入ってございました。 

○富田けんたろう委員 つまり、その最高規範性を

持たせてるわけですよね。何かほかの自治体もち

ょっと今調べてると、自治基本条例の中に、やっ

ぱ最高規範というワードが、最高規範性が入って

るということだったので、であれば、うちも入っ

てるのであれば、それに相対する形で入れるのが

自然かなという気はしました。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

  今の入れるとすれば、前文の下から２行目です

か、ここに議会の最高規範としての足立区議会基

本条例を制定しという形で進めていくのがいいの

かなあというふうにも思います。 
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  ほかに。いかがでしょうか。 

○岡安たかし委員 ごめんなさい、あんまり事前に

読み込んでなかったので、今読んでいろいろなる

ほどと思ってるようなところがあって、それぞれ

の自治体に表現があるなあと。どうせならやっぱ

りいいとこ取りしていいのではないかなという意

味では、その最高規範もそうですし、杉並なんか

も言い方違うけれども、区の最高意思決定機関と

してとかですね、やっぱそういう意義をとどめた

表現というのは入れるべきだろうなと僕も思うの

ですね。 

  ほかの自治体で、これも例えばですけれども、

板橋区なんかは、最後のところに区民の幸せと繁

栄を実現するとか、こういう表現もなるほどと思

ったり、杉並の方のこれ目的ですけれども、最後

の行に区民生活の向上及び区政の発展に貢献する

とか、これなかなかこういう表現もありなのかな。

この高校生向けというので作った中にも、改善と

改革を議会も重ねていくとか、議員一人一人が責

任を持って職務を遂行し、その成果を区民に明確

に報告するとか、開かれた場でなければいけない、

対話の機会を大切にするとか、こういったところ

が私個人は、いいなと思ったのですね。入れる、

入れない別として、そういった各委員の皆さん、

あるいは会派の中で、この表現いいじゃないとい

うのを入れ込む、入れ込まないというのを議論し

てくのでもいいのかなと思いました。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

  それでは、皆さんから今、貴重な御意見等たく

さんいただきましたので、これを踏まえて、次回

までに正副委員長、事務局と打合せしながら、ま

た素案の方改正しながら進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは次に、前回私からちょっとお話しさせ

ていただきました、通年議会と反問権について議

題とさせていただきます。 

  本日は通年議会と反問権について、どのように

考えているか、皆さんから御意見をいただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○区議会事務局長 反問権と言われても、なかなか

少し、もちろん言葉では分かるのでしょうけれど

も、イメージ湧かないので、少し実際あった例を

読ませていただきたいと思います。 

  実際あった言い方としては、市長が、そんな長

くないので読みますけれども。この総合評価方式

そのものに問題があると。一般競争入札で１４億

円安い方がいいのだから、一般競争入札で金額だ

けで決めればよかったのではないかと、そういう

御意見なのかどうかということを議員、聞かせて

くださいという質問をしてます。その前段で、議

員の方で、きっと価格が安い方がよかったのでは

ないかという御質問があったと思います。そこで

反問権で、議長、反問させていただいてよろしい

でしょうかと聞いて、いいですよと言った後、今

の質問ですね。だから金額だけで決めればよかっ

た、そういうお考えですかというふうに聞いてい

る。そんな使い方をほかのところはしております。

これ一例でございます。 

○鹿浜昭委員長 確認の意味も含めてということで、

その質問を理解できてないことに対して確認の意

味で、それが反問になるのかどうかちょっと理解

はし難いのですけれども。確認をさせてもらうと

いうのも反問になるのですか。 

○区議会事務局長 なかなか明確な定義がないので、

今、足立区議会でやってるのは反問ではなくて、

きっとこういう質問こういう意味ですかというの

はちょっと違う。それよりはもう少し踏み込んで

いるのかなと思いますね。少しはまだ今日、もう

少し事例を多分、いっぱい出すと、皆さんもイメ

ージも付いてくるのかなとは思いますけれども、

今、足立区議会の議員が質問して、こういう意味

ですかというのは、反問権とは違う、それは違い

ます。 

○ぬかが和子委員 反問権の事例として、確かにこ
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ういう意味ですかというものだけではなくて、例

えば何か質問したときに、なぜそういうふうにお

考えになるのかメリットを説明してくださいと議

会側に、議員側に問い返すとか、それも反問権の

行使の実例として示されてるし、それから、例え

ば何々の政策は問題だとか、失敗だと言ったとき

に、その根拠は何ですかと区側が聞いてくるとか、

そういうのも反問権の行使ということで言われて

いるので、結構大きな変更になるかなと思ってい

るのです、そこは。だから、ちゃんと幹事長会で

はないけれども、ここは。持ち帰って検討しない

と、早々にそうですねとか、ノーですとかと言え

ないなと私は思っているのです。 

○富田けんたろう委員 すみません、そもそもこの

基本条例の特別委員会の進め方として、前半パー

トでは、条文当たっていきますと。後半パートで

今日みたいに反問権、通年議会について今議論し

てるわけですけれども、毎回同じような形で、前

半後半みたいな感じでやっていくのかなとちょっ

と思っていて、この後半の方では、要はいろいろ

な議会改革の話をしていくと。インターネット中

継とか、ただここは決定する場ではないではない

ですか。後半パートの議会改革については、です

から、ここで出たその意見とかは、意見として幹

事長会に上げてもらって、幹事長会で反問権とか

通年議会については、最終的に決定してもらうと

いう、そんなイメージで、それこそ今日この反問

権とか、通年議会について、何か単純に意見を言

い合うみたいな、そんなイメージで考えて。 

○★★委員 そもそも、これ何でこのタイミングで

反問権の行使と、通年議会を議論しなくちゃいけ

ないのかなとあるのですが、それは、このタイミ

ングではないのではないかということです。いか

がですか。 

○鹿浜昭委員長 確かに、この場でそれを決定する、

議会基本条例で決定、この委員会で決定するかど

うかというのは、ちょっと今、議会運営委員会の

方に持っていくというような形で、皆さんの取り

あえず意見を聞かせていただいて、それで、もし、

是非これをプラスしてくれとかという話であれば、

今この二つは一つの例として出させていただいて

るので、私も前回ちょっとお話しさせていただい

たように、せっかくこの基本条例をつくるのです

から、何かこう議員にとってもメリットというか、

プラスになるような何かこの基本条例によって、

一つステップアップできたというか、何か足立区

議会がレベルアップできたというか、これをきっ

かけに、何か新しいものを取り入れたいというよ

うな考えの下、前回この二つを提案させていただ

いただけで、決してこの二つに対して云々という

ことではないのですけれども、ほかにもし皆さん

からこういうことはいかがでしょうかということ

があれば、それはそれで上程していくという考え

はあるのかなというふうに思うのですけれども。 

○富田けんたろう委員 私も委員長の方向性とか思

いには賛成で、やっぱせっかくつくるのだから、

何かしら目に見える形で、議会が変わったよねと

いうのは、あった方がいいなと思ってますと。そ

の上で、何で反問権と通年議会が出てきたかとい

うところの話、今委員長からお話ありましたけれ

ども、多分前回、各自治体が縦に並んでて、横に

ばあっとマル・バツで、いろいろな条文が各自治

体の基本条例に入ってるか入ってないかみたいな、

一覧表があったではないですか。各区比較ですか。

その中に、ほかの議会基本条例の中では、反問権

とか通年議会とかが条文中に入ってるという自治

体があったから、うちとしても議論したらどうか

という流れが多分あって、反問権、通年議会とい

うのが多分、今、ちょっと議論になってるという

ようなことだと、私は認識してます。 

○鹿浜昭委員長 そうですね。基本的に今の足立区

議会というのは、私はある程度こう、レベル的に

も、皆さんそんなに問題なく、議会運営はされて

るなというのは、多分、議員の皆さんも全員が理
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解してると思うのですけれども、やはり、今後、

区長が改選で替わった、議員も新しく替わってい

く、そんなことがやはりこの議会基本条例をつく

って明文化したことによって、これが永続的につ

ながっていくというか、進んでいけるということ

が大切で、この基本条例を制定するという意味合

いがすごく強いなと私は思ってるので、今がある

から、足りないものを足すというのではなくて、

今あるものをやっぱりずっと継続していくという

意識を持っていくことが大切かなというふうには

思ってます。 

○ぬかが和子委員 私、実は意見途中だったのです

けれども、反問権についてはちょっとそういうふ

うに思ってるのですけれども、通年議会について

は、私、最初聞いたときに、どうなのだろうとい

う思いがあったのだけれども、やっぱりやってる

ところや実態を見たときに、通年議会ということ

で年に一度開会して閉会するのだけれども、実際

の委員会や何かは今と変わらなくて、それで、し

かも議会の議決をするいとまがなかったというこ

とでの、専決処分を多用することを避ける、今区

長は、専決処分になるべくしないようにしてるけ

れども、専決処分の多用も避けることができる保

障になるということと、だから賛成なのですけれ

ども、しかも足立区は結構、委員会多くて、常任

委員会と特別委員会それぞれ８回ずつちゃんとや

っていて、請願・陳情も全部丁寧に審議をすると

いう、すごく頑張って議会に出てみんなで議論し

てるのだけれども、一般的には、会期があるから、

会期終わると会期の期間以外は議会がないかのよ

うな、非常に誤解を受けている側面があるなと思

うのですよ。つまり閉会しましたと、次開会はい

つですよというと、その間は何してるのだろうみ

たいな誤解というか、そういう点では、やはり通

年議会なのですよということで、それの方が実態

に合うのではないかというふうに思っていて、通

年議会ということにしていくということは、私と

してはいいなと思っています。意見を出すという

ことだったので、そういう意見です。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

○水野あゆみ委員 私も通年議会もいいなという一

方で、やった場合のデメリットというのも知りた

いなというのがあるのですけれども。 

○鹿浜昭委員長 特にデメリットというのは。 

○区議会事務局長 この議論すると、事務局内では

よくここで議論してるのですけれども、正直デメ

リットがなかなか見当たらないというか、逆に今

御説明するのが見当たらないというのが今、我々

がふだん議論してる……。 

○水野あゆみ委員 職員の皆さんの負担も変わらな

い。 

○区議会事務局長 負担は、通年だろうが通年でな

いだろうが、負担は変わらなくて、多分、定例会、

いついつやりますよという告示、そういう事務的

な行為が今、年４回やってるのがなくなるぐらい

で、だから、事務局的にも大してあまり、もちろ

ん告示が少なくなるから少なくなりますけれども、

そんなに劇的に変わるかというと、全く★★逆に

言うと、なったらなったで、そんなに変わらない

というか、すみません、ごめんなさい。今、事務

局内で話してる内容でございます。 

○鹿浜昭委員長 今４定というので開会中、閉会中

とはっきりしてるけれども、それが要は１年、も

う閉会はないないわけで、１年通年議会になって、

ですからメリハリというのはちょっとなくなって

いくのかなというふうに思うのですけれども、私

たちやることは変わらないということと、あとは

だから、例えば災害などの緊急事態にも迅速に対

応できるというメリットもあるのかなあというふ

うに思うのですよね。 

○岡安たかし委員 私もちょっと個人の意見交えな

がら、私は個人的にはいろいろな議会、見に会派

でも行きまして、やっぱりそういうところ通年議

会とか、反問権とかも、うちではやってるのです
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よとか、一問一答やってますよとか、そういうの

メリット、デメリットをお聞きしたりしながら、

今、委員長言われた通年議会に関しては、私は個

人的には、今の方がいいな、通年ではない方がい

いなと思ってます、感覚的に。やっぱりけじめが

ないというか、だらだら、だらだらいく。ずっと

この長きにわたって、通年議会ではない、その議

員スタイルで慣れてきちゃったのですから。行事

とか、党員とかの対話の集会とかそういうのも、

これがなかなか、日程的にもいろいろまた難しい

のだろうなと思う一方で、委員長言われたとおり、

なったらなったで、またすぐみんな対応するので

しょうね、きっと。逆もありだと思います。通年

議会のところが通年でなくしたら、それはそれで、

最初ぶつくさ言う議員がいても、時間がたてばそ

れでなじんでいくのだと思うのですよね。やるこ

と一緒だけれども、あとは気持ちの問題かなと、

僕はもういろいろな都市見に行って、それはそれ

で通年は通年でいいのではないか。うちはうちで、

これでいいのではないと僕は思ってるのですね。 

  あと反問権は、これは個人的にはやった方がい

いと思ってます。区長が、首長に限ってですが、

区長が何か必ず質問されたら答えなきゃいけない

わけです。ちょっと僕個人的に、あるいは会派と

してもんでも、あの質問、理不尽ではないと思う

ようなものあっても、うまく答えてますけれども、

きっと区長は何か言いたいのだろうなと思うとこ

あるのですよ。反問権あれば、しっかりそこまた

相手に対して、その問いの趣旨何なのですかとい

うのをきちんと言えるでしょうし、僕は反問権は

あっていいのかなと思ってます。 

○★★委員 区長のみですか。 

○岡安たかし委員 私はね、あんまり広げない方が

いいと思ってるのです。最初は。 

○ぬかが和子委員 反問権について言うと、もうち

ょっとちゃんとほかの自治体の事例とかを、きち

んとみんなが手にして検討した方が、検討するな

らした方がいいと思っていて、実際に私たちが一

番危惧するのは、決算、予算のときに、反問権行

使したら質問時間、減るわけですよ。自分が持っ

てる持ち時間が。だから、ほかの自治体では、反

問権を行使する時間は、時計を止めるのですよ。

そういうことまでやってるのですよ。だから、そ

ういういわゆる議員としての発言の部分は、きち

んと保障されるようなものがないと、反問権は、

ちょっとよくないのではないかなという思いもあ

るわけです。そういういろいろ複雑なことをちゃ

んと検討しないと、単純にいいですよとか、さっ

きから言ってるように、悪いですよと言えるもの

ではないなと思ってるので、そういうことを本気

で検討するなら、そういうものをほかの自治体の

事例なんかも見ながら検討した方がいいのかなと

思ってます。 

○鹿浜昭委員長 もし自民党、何か。 

○★★委員 先ほどもちょっとお伝えしたのですけ

れども、ここで反問権の行使やら通年議会にする

かどうかという皆さんの意見を聞くのはいいとは

思うのですけれども、ここに決定権というか、そ

ういうものもないと思いますし、これを議題に出

すのだったら議会運営委員会なのか、あるいは各

課課長会の中で議論を進めていく話だと思うので、

これずっとやってたら尽きないからというふうに

思うので、その辺は少し区切りを付けて。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございます。 

○富田けんたろう委員 それもそのとおりで、ただ

一方で、いずれ、その条文に当たっていくわけで

はないですか。ここで。ですから、ある程度、お

尻を決めてというか、うまく幹事長会、議会運営

委員会なりと接続していかなきゃいけないので、

ちょっといろいろ難しいなというのを今感じてま

す。 

○鹿浜昭委員長 先ほど私も申し上げたように、や

っぱり今が何ていうのですかね、区議会として、

議会として足りないものを足していくというわけ
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ではなく、継続性というのはこの議会条例制定に

対しては必要性が十分あるなというふうに思って

ますので、例えば、ある程度基本的に新しいもの

を付け加えないで、今あるものを制定していくと

いう中で、それからまだこう新たに足りないもの

を皆さんの意見が出てきたら、足していくという、

付け加えていくとていう形で、まずはその条例を

つくるということをやっぱり一番に持っていくと

いうことであれば、こういうことは最初はなしに

してというか、今あるものを基本として進めてい

くということが必要なのかなというふうにも思っ

てはいますので、その辺も踏まえて御理解いただ

ければというふうに思います。 

  もし、さっきの意見としては、だから、せっか

く条例を制定するのだから、何かこう、皆さんの

中から、そんな意見があれば出していただきたい

という思いがあるということで、御理解いただき

たいなと思うのですけれども。 

○岡安たかし委員 この前頂いた各比較、この表の

中で、足立区、丸付けないで、今回素案の中にも

入らなかったものの中で、もう既にやってるもの、

例えば議員報酬ですとか、全員協議会とか、これ

入れてる区もあるけれども、うちは入れてなかっ

た、案としては。そういうところは入れるのか入

れないのか簡単だと思うのですけれども、さっき

委員長言われたとおり、この新しいものですね、

反問権とか通年議会とか、これに関してはやっぱ

り相当、議論長引いちゃう、まず入れる、入れな

いで。入れるとなったらどういう入れ方をするの

か。さっきの区長だけでいいのかとかですね。本

当にここは、まずはそこの時間掛かるのは後回し

にして、やった方がいいのだろうなと僕も思いま

す。 

○鹿浜昭委員長 大まかよろしいですか。今の岡安

委員のお話のとおり、今あるものを明文化してい

くという、それが基本として進めていくというこ

とでよろしいですか。皆さん。 

○ぬかが和子委員 ただ前提条件が、ちょっと今の

発言だと狂ってきちゃうかなと思ってるのは、も

ともとこの議論をしてきたときに、ほかに条例で

規定されているものとか、そういうものまで全部

入れ込むと、すごく長くなってしまう、条文が。

だから、最初説明を受けたときに素案をつくると

きに、そういうものは避けて区民の方に分かりや

すいものにしようとしているので、この議決事件

とか、委員会がどうとか、そういうほかで丸付い

てるものをあえて入れなかった素案をつくったの

ですよと、そこをベースに議論しましょうという

ことがまず大前提にあったと思うのですよ。そこ

を崩しちゃうと、崩してやるならやるでもいいけ

れども……。 

○鹿浜昭委員長 ごめんなさい、崩すのではなくて、

例えば会派構成に関しても、今あるものを明文化

していくという方向で……。 

○ぬかが和子委員 だから今あるものを明文化する

という点についてはいいのですけれども、足立で

は丸付いてないものを明文化するかどうかという

のを検討するというのは、あえてこれを素案が出

たときに事務局は、そこを入れ込まないでシンプ

ルなものにしましょうと思って今回の素案が出て

るわけではないですか。報酬とか委員会とか、別

の条例で規定されてるもの、そこまでそういうこ

とをずっと入れて長くしないようにしましょうと

いうことを言っているので、今規定されているも

の、今あるものを全て入れ込むという前提ではな

かったと思うのですよ。 

○岡安たかし委員 何か私の発言を誤解されてるよ

うな表現に聞こえちゃったので言いますと、素案

は素案ですから、案ですから、それを基にどうい

うふうに議論するかという中で、素案のとおりい

いですよというのは、それはそれでいいと思うの

です。ただ、入ってないもの全部を入れるのでは

なくて、例えば議員報酬は、やっぱりうちの会派

でもんで入れるべきだという意見になりました。
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それはどういう理由かというと、こうこうこうい

う理由で、それはそれでまたみんなで議論しても

いいのではないかというのが私の意見です。 

○ぬかが和子委員 そういうことだったら理解しま

した。 

○鹿浜昭委員長 今、御意見、いろいろいただきま

したが、例えばそういうことは、会派に戻ってい

ただいて、この基本条例を議題と上げていただい

て、会派としてそんな意見が出てきたということ

であれば、都度都度、この委員会で発言していた

だいて、それに対して議論していくという方向で

進めていきたいなというふうに思うのですけれど

も。それはよろしいですか。 

  ここの各区の比較の方で、例えば今議員報酬の

件が出ましたけれども、板橋と杉並は入っている。

足立区は今回入れないというような形になりまし

たが、例えば議員報酬一つにとっても、これこれ

こういう理由で、この条文に入れていきたいとい

うことがあれば、都度都度、この委員会で各会派

に戻ってきたそんな意見が出たら、その意見をこ

の委員会で出していただいて、それをそれで議論

していくという方向性で今後も考えていきたいと

いうことで、御理解いただければというふうに思

うのですけれども。 

○伊藤のぶゆき委員 今の委員長の説明を聞いて、

ちょっとふと思ったのだけれども、そうなってく

ると、このスケジュールで終わります。単純な素

朴な疑問です。 

  要は、各会派で多分、この今比較表だけで対応

な話をすると、各会派の中でこの話をした方がい

いですよね、これはどうなのというところで出て

きたものを、ここで要するに議論していくという

話になっていくわけですよね、今の話だと。 

○鹿浜昭委員長 そうですね。 

○伊藤のぶゆき委員 そうすると、このスケジュー

ルで終わりますか、どうか。 

○鹿浜昭委員長 終わらないとしたら、臨時的に進

めていくということで。 

○伊藤のぶゆき委員 分かりました。 

○鹿浜昭委員長 この前、板橋で聞いたときも、毎

日のようにやってたという話もありましたし、そ

の辺は皆さんの各会派の意見によって、倍になる

かどうかということも、それはそれで臨機応変に

進めていきたいなと。 

○伊藤のぶゆき委員 それで来年になったら１回、

委員が替わるのですよね。 

○区議会事務局長 最後、まとめみたくなりますけ

れども、今日、いろいろキーワードいっぱい出て

きました。地方自治の本旨だったり、住民自治、

団体自治、最高規範、足立らしさ、ありますので、

それはまた、次はもちろん委員会前にそれを踏ま

えた、今度案をつくらせていただいて、皆さんに

お配りして、その案を次、御議論いただくように、

混乱ないように、そのようにさせていただきたい

と思います。 

○くじらい実委員 今、局長がまとめた話された中

で、先ほどスケジュール感出していただいて、ち

ょっとどうなのというところで、私も最初にぬか

が委員もおっしゃってましたけれども、シンプル

なものという話もあったので、やっぱその前半の

この足立区が、この比較表で丸付けてる部分、そ

ちらも何か、こちら固まらないとというところあ

るのかなと。 

○鹿浜昭委員長 それは必要だよね。 

○くじらい実委員 日程が決まっていく中での多分

議論になってくるので、当然、先ほどの話も各派

幹事長会絡んでくると思うのですけれども。 

○鹿浜昭委員長 確かに、今のくじらい委員の意見

はそう思いますので、例えば、次回までにこの事

務局から出していただいた、これはやっぱり必要

だということを、今の項目だけではなくて、プラ

スアルファをもし必要であれば各会派に戻ってい

ただいて、次回までに必要性を、ここの次回の委

員会で出していただくということでお願いしたい
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１５ 

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

[「賛成です」と呼ぶ者あり] 

○鹿浜昭委員長 いいですか。 

○富田けんたろう委員 固めていくというところは

すごく賛成なのですけれども、それと同時並行で、

その裏で、同じ裏で多分幹事長会で、恐らく反問

権とか通年議会についても議論をしていただかな

いと、固まりましたと。ようやく次、反問権とか、

通年議会とかプラスアルファのところを議論して

いきますとなっても、結局、幹事長会で固まって

ないと反問権とか、通年議会の条文、僕らが、要

は当たれないではないですか。なので、固めてい

く中で、ここの部分固めていくというのはもちろ

ん賛成ですけれども、同時並行で、ちょっと裏で

幹事長会で、そういった議会改革的な話ですよね、

進めていただきたいなと思うのですけれども。 

○岡安たかし委員 向こうで決定したといって、こ

ちらでみんなそれでいいですねといったら、こっ

ちの何も検討の意味もなくなるし。何か諮問では

ないけれども、一応、議会基本条例の委員の中で

はそういう賛成多数でしたと、意見として。どう

ですかみたいなこっちが先なのかなという感じ、

どっちが先なのかなみたいのもありますよね。 

○区議会事務局長 この委員会立ち上がる前、少し

皆さん議論したのが、例えば新しいことで、もし

何かを、★★入れると、この委員会でなったとき

には入れるし、あとはそれが議論が必要なら幹事

長会に戻すとか、そんな話はしましたので、多分、

何か新しいことが何かとなれば、それは幹事長会

で御議論いただくということが多分、スタートの

時点の仕切りだったのかなとちょっと思っており

ます。 

○工藤てつや委員 岡安委員からお話があったよう

に、この議会の基本条例ではこの案件については、

おおむね賛成という意見がありましたという形で、

各派幹事長会に上程してもらうというような形で、

そこでまた議論して正式に決定をするというよう

な、そういうような算段で進めていくのが一番い

いのかなというふうに思います。ここでは決定は

できないと思います。 

○鹿浜昭委員長 ただ、もう今あるものは、例えば

議員定数なり何なりというのは、これは条文に入

れてほしいという意見が出れば、それはもうここ

で決定できるわけで、例えば今の反問権とか、そ

の通年議会というのは、これはもう幹事長会で、

皆さんの合意があれば上程していくというような

形になるわけで、その辺はしっかり分けていただ

きたいなと思うのです。それを踏まえた上で、こ

の丸を足していくということを、各会派で揉んで

いただきたいというふうに思います。 

  よろしいでしょうか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○鹿浜昭委員長 次回まで、そのような形で進めさ

せていただいて。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 それでは、その他に移ります。 

  その他、何かありますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○鹿浜昭委員長 よろしいですか。 

  なければ、これをもって議会基本条例制定特別

委員会を閉会いたします。 

午前１１時０９分閉会 


